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２ 争議行為を伴う争議の状況 

(１) 行為形態別の状況 

平成29年の「争議行為を伴う争議」を行為形態別にみると、「半日以上の同盟罷業」の件数は38

件、行為参加人員は7,953人、労働損失日数は14,741日となっており、前年に比べ、件数は７件（22.6％）

増、行為参加人員は5,570人（233.7％）増、労働損失日数は11,551日（362.1％）増となった。「半

日未満の同盟罷業」の件数は46件、行為参加人員は9,917人となっており、前年に比べ、件数は１件

（2.1％）減、行為参加人員は3,781人（27.6％）減となった。（第２表） 

 

第２表  争議行為を伴う争議の行為形態別件数、行為参加人員及び労働損失日数の推移 

 

  

件数
行為参
加人員

労働損
失日数

件数
行為参
加人員

労働損
失日数

件数
行為参
加人員

件数
行為参
加人員

件数
行為参
加人員

件 人 日 件 人 日 件 人 件 人 件 人

平成25年 31 1,683 7,035 - - - 49 11,359 - - 1 7

  26 27 14,989 19,932 - - - 61 13,202 - - - -

  27 39 12,916 14,606 - - - 60 10,573 1 50 3 31

  28 31 2,383 3,190 - - - 47 13,698 - - - -

　29 38 7,953 14,741 - - - 46 9,917 - - - -

7 5,570 11,551 - - - △ 1 △ 3,781 - - - -

22.6 233.7 362.1 … … … △ 2.1 △ 27.6 … … … …

平成29年の
対前年増減率

(％)

その他怠業

年　次
半日以上の同盟罷業 作業所閉鎖

半日未満の
同盟罷業

半日以上の同盟罷業及び作業所閉鎖

平成29年の
対前年増減数
(件・人・日)
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(２) 産業別の状況 

平成29年の「争議行為を伴う争議」を産業別にみると、件数は「運輸業，郵便業」19件が最も多く、

次いで「製造業」16件、「医療, 福祉」14件であった。行為参加人員は「医療，福祉」7,691人が最

も多く、次いで「運輸業，郵便業」6,464人、「製造業」1,884人であった。労働損失日数は「運輸業，

郵便業」12,787日が最も多く、次いで「医療, 福祉」827日、「製造業」804日であった。（第３表） 

 

第３表  産業別争議行為を伴う争議の件数、行為参加人員及び労働損失日数 

 

平成29年

件　数
行為参加

人員
労働損失

日数
件　数

行為参加
人員

労働損失
日数

件　数
行為参加

人員
件 人 日 件 人 日 件 人

68 17,612 14,741 38 7,953 14,741 46 9,917
(66) (15,833) (3,190) (31) (2,383) (3,190) (47) (13,698)

鉱業，採石業，砂利採取業 - - - - - - - - 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

建設業 - - - - - - - - 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

製造業 16 1,884 804 9 783 804 11 1,273
(14) (1,771) (664) (11) (658) (664) (8) (1,338)

電気・ガス・熱供給・水道業 - - - - - - - - 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

情報通信業 9 514 45 3 45 45 8 469
(11) (594) (7) (1) (6) (7) (10) (588)

運輸業，郵便業 19 6,464 12,787 12 6,120 12,787 10 383
(18) (1,255) (1,965) (11) (1,165) (1,965) (9) (96)

卸売業，小売業 2 802 2 1 2 2 1 800
(4) (1,216) (8) (2) (8) (8) (2) (1,208)

金融業，保険業 - - - - - - - - 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

不動産業，物品賃貸業 - - - - - - - - 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

学術研究，専門・技術サービス業 - - - - - - - - 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

宿泊業，飲食サービス業 - - - - - - - - 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

生活関連サービス業，娯楽業 2 168 256 2 168 256 - - 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

教育，学習支援業 - - - - - - - - 
(2) (7) (2) (1) (2) (2) (1) (5)

医療，福祉 14 7,691 827 8 827 827 13 6,911
(15) (10,845) (544) (5) (544) (544) (15) (10,318)

複合サービス事業 1 78 - - - - 1 78
(1) (119) (-) (-) (-) (-) (1) (119)

サービス業（他に分類されないもの) 5 11 20 3 8 20 2 3
(1) (26) (-) (-) (-) (-) (1) (26)

公務（他に分類されるものを除く） - - - - - - - - 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

農業，林業､漁業及び分類不能の産業 - - - - - - - - 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

注：  (   )内は、平成28年の数値である。

  　  1)  産業は、労働争議を行った組合の組合員が雇用されている事業所又は企業の産業を示し、日本標準産業分類

    　　（平成25年10月改定）の大分類に基づき、その主要生産品名又は事業の内容により決定する。

    　　「分類不能の産業」とは、１組合が複数企業の労働者で組織されており、それぞれの企業の主要生産品名又は

        事業の内容が異なる場合など、産業分類が特定できないものをいう。

      2) 「争議行為を伴う争議」には、「同盟罷業」のほかに「作業所閉鎖」、「怠業」及び「その他」の形態を含む。

計

産　　業 1)
争議行為を伴う争議 2)

うち半日以上の同盟罷業
うち半日未満の

同盟罷業
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(３) 企業規模別（民営企業）の状況 

平成29年の民営企業における「争議行為を伴う争議」をみると、争議行為を伴う争議のあった企業数

[延べ数]は222企業、行為参加人員は17,612人、労働損失日数は14,741日であった。 

企業規模別にみると、企業数[延べ数]は「100～299人」、行為参加人員及び労働損失日数は「その他」

で最も多くなっている。（第４表） 

 

第４表 企業規模別（民営企業）争議行為を伴う争議の企業数、行為参加人員及び労働損失日数 

 
 

(４) 主要団体別の状況 

平成29年の「争議行為を伴う争議」について加盟している主要団体別に件数、行為参加人員、労働

損失日数をみると、「連合」は６件、231人、210日、「全労連」は41件、11,158人、1,722日、「全

労協」は５件、932人、52日であった（第５表）。 

 

第５表 主要団体別争議行為を伴う争議の件数、行為参加人員及び労働損失日数 

 

平成29年

企業数 3)

[延べ数]
行為参加

人員
労働損失

日数
企業数

[延べ数]
行為参加

人員
労働損失

日数
企業数
[延べ数]

行為参加
人員

企業 人 日 企業 人 日 企業 人

222 17,612 14,741 92 7,953 14,741 154 9,917
( 191) ( 15,831) ( 3,188) ( 68) ( 2,381) ( 3,188) ( 143) ( 13,698)

1,000人 以上 58 4,046 1,043 16 370 1,043 46 3,723
( 48) ( 7,350) ( 928) ( 13) ( 152) ( 928) ( 41) ( 7,209)

　300～999人 39 2,399 1,555 19 1,138 1,555 21 1,261
( 44) ( 3,311) ( 1,560) ( 16) ( 1,556) ( 1,560) ( 30) ( 1,789)

　100～299人 62 2,100 1,184 27 908 1,184 48 1,295
( 59) ( 1,659) ( 507) ( 22) ( 507) ( 507) ( 45) ( 1,341)

　 99人 以下 45 344 206 23 154 206 27 294
( 24) ( 307) ( 102) ( 10) ( 75) ( 102) ( 16) ( 246)

  そ  の  他 18 8,723 10,753 7 5,383 10,753 12 3,344
( 16) ( 3,204) ( 91) ( 7) ( 91) ( 91) ( 11) ( 3,113)

注：  　１組合が複数企業の労働者で組織されている合同労組については、１合同労組を１企業として計上し、企業規模別には、

　　　１つの企業のみを相手に交渉をしている場合には、当該企業の企業規模により計上し、複数企業を相手に交渉をしている

　　　場合には、「その他」に計上している。

　　　　 (　)内は、平成28年の数値である。

　　　1)　企業規模は、企業の全常用労働者数による。

　　　2)　「争議行為を伴う争議」には、「同盟罷業」のほかに「作業所閉鎖」、「怠業」及び「その他」の形態を含む。

      3)　企業数[延べ数]は、労働争議を行った組合の組合員が雇用されている企業を集計したものである。

　　　  　なお、１件の争議でも複数企業に及ぶもの（企業外連合）は、争議の対象となったすべての企業について、企業規模別に

        計上し、１企業において複数の争議があった場合は、争議ごとに計上して集計している。

計

企業規模 1)

争議行為を伴う争議 2)

うち半日以上の同盟罷業 うち半日未満の同盟罷業

平成29年

件　数
行為参加

人員
労働損失

日数
件　数

行為参加
人員

労働損失
日数

件　数
行為参加

人員
件 人 日 件 人 日 件 人

計 2) 68 17,612 14,741 38 7,953 14,741 46 9,917
( 66) ( 15,833) ( 3,190) ( 31) ( 2,383) ( 3,190) ( 47) ( 13,698)

連　合 6 231 210 4 198 210 2 33
( 9) ( 968) ( 813) ( 4) ( 813) ( 813) ( 6) ( 170)

全労連 41 11,158 1,722 24 1,678 1,722 30 9,716
( 36) ( 14,343) ( 1,262) ( 17) ( 1,232) ( 1,262) ( 29) ( 13,339)

全労協 5 932 52 2 52 52 3 880
( 7) ( 1,398) ( 47) ( 3) ( 47) ( 47) ( 4) ( 1,351)

その他 19 6,209 12,797 9 6,065 12,797 13 166
( 16) ( 443) ( 1,068) ( 7) ( 291) ( 1,068) ( 10) ( 157)

注：  (　)内は、平成28年の数値である。

      1) 主要団体の「その他」とは、連合、全労連及び全労協に加盟していない労働組合をいう。

      2) 複数の団体に重複加盟している労働組合があるため、件数、行為参加人員、労働損失日数の計とそれぞれの加盟主要団体の

       数値の合計とは必ずしも一致しない。

      3) 「争議行為を伴う争議」には、「同盟罷業」のほかに「作業所閉鎖」、「怠業」及び「その他」の形態を含む。

主要団体 1)
争議行為を伴う争議 3)

うち半日以上の同盟罷業 うち半日未満の同盟罷業


